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はじめに 

地方公共団体を取り巻く環境は近年大きく変化している。 

多発する自然災害や感染症への対応、公共インフラの老朽化対策など、対応が求めら

れる行政課題は複雑・多様化する一方、生産年齢人口の減少に伴い、行政運営に関わる

人的資源が制約されることから、人材の育成・確保が喫緊の課題となっている。 

また、働き手側の価値観の変化とも相まって、職員が成長実感を得られ、多様な働き

方を受け入れる職場環境づくりが必須となっている。 

 今後においても、少子化の進展に伴い、地方公共団体の人的資源の不足は、一層の深

刻化が見込まれることから、職員の能力を効果的に高め、それを最大限に引き出す人材

育成の重要性が従来にも増して高まっている。 

 このため、総務省では、令和５年 12 月に、「人材育成」「人材確保」「職場環境の整

備」「デジタル人材の育成・確保」を戦略的に進めるための指針として、「人材育成・確

保基本方針策定指針」を策定し、人材育成・確保に関する検討事項等について、提示し

たところである。 

 あわせて、地方公務員の人材育成に係る地方交付税措置の創設・拡充により、財政面

でも地方公共団体の取組を支援するとともに、令和７年３月には、「地方公共団体にお

ける人材育成・確保推進のための参考事例集」を作成・公表している。 

 他方で、地方公共団体の人材育成に関しては、ＯＪＴを通じた実務能力の向上はもと

より、研修による高度で専門的な知識・技能の習得など多様な学習機会を確保すること

が重要であるが、地方公共団体の実情を見ると、厳しい財政状況や職員一人に関する業

務負荷が多いことなどにより、研修受講が容易ではない状況にある。 

特に、小規模自治体（人口５万人未満の市及び町村）においては、研修に充てられる

人員・予算といったリソースに限りがあり、研修を十分に実施することが難しいという

課題がある。 

 そこで、本研究会では、地方公共団体における人材育成の取組をさらに推進するた

め、人材育成に関する課題を整理し、小規模自治体における研修をはじめとする人材育

成の取組について、現状に関する調査・研究を行うとともに、積極的な取組事例等も踏

まえながら、研修の着実な実施に向けて有効と考えられる方策を検討し、ここに取りま

とめを行うものである。 
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Ⅰ 地方公共団体の人材育成に関する現状・課題 

１ 地方公務員を取り巻く現況 

地方公共団体の職員数は、直近の令和７年では、２年に１度生じる定年退職者が令和６

年度末に生じたという制度的な影響などにより、対前年比で 2,451 人の減となる約 281 万

人となっているが、総じて見れば、平成 29年以降、微増から横ばいの傾向が続いている

【図１】。 

一方、我が国を俯瞰してみると、今後、大幅な人口減少が見込まれ、特に、労働の中核

的な担い手である生産年齢人口が、2020 年の約 7,500 万人から 2050 年には約 2,000 万人

減少し、約 5,500 万人になると見込まれている【図２】。 

出生数も減少傾向が続いており、2024 年の出生数は約 68.6 万人と、統計開始以降、初

めて年間 70 万人を下回った。2025 年時点で 60 歳となる年代の出生数が約 182.4 万人で

あることから、その半数以下となっている【図３】。 

これらのことから、今後ますます人材の確保は難しくなるものと見込まれる。 

【図１】地方公共団体の職員数の推移（令和６年～令和７年） 

備考：総務省「令和７年地方公共団体定員管理調査結果」に基づき、事務局作成 
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【図２】日本の将来人口推計（実績と推計） 

備考：総務省｢国勢調査｣、国立社会保障・人口問題研究所｢日本の将来推計人口(令和５年推計)｣に基づき、事務局作成 

【図３】日本の出生数の推移 

備考：厚生労働省｢人口動態調査｣に基づき、事務局作成 
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現に、足元での地方公共団体の職員採用競争試験の状況に目を向けると、競争率が過去

最低を記録するなど、減少傾向が続いており、その中でも、町村の競争率は、地方公共団

体全体よりもさらに低くなっている【図４】。 

加えて、近年では地方公共団体における 20 代以下の若手職員の離職率が上昇傾向とな

っており【図５】、今後ますます人材の確保が困難となることが想定される。 

このため、教養・専門試験に代わりＳＰＩなどの適性検査を導入するなど、人材確保に

向けて試験方法を工夫する動きもあるが、人材育成の観点からは、職員が十分に職務を遂

行できるよう、採用試験では問わなかった知識を習得させるための研修が必要になってくる。 

このように、限られた人材を最大限活用し、組織力を高めるだけでなく、厳しい状況の

中で意欲ある人材を確保するためにも、人材育成に積極的に取り組むことの重要性が従来

にも増して高まってきている。 

【図４】地方公共団体の競争試験における競争率の推移 

備考：総務省「地方公共団体の勤務条件等に関する調査」に基づき、事務局作成

【図５】20 代以下の離職率の推移（地方公務員・国家公務員・民間） 

備考：上記の各算定式に基づき、事務局作成 
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２ 地方公共団体における人材育成の取組状況と課題 

複雑・多様化する行政課題に対応するために、職員の育成を絶えず行うことは重要であ

り、地方公務員法第 39 条第１項1にもあるとおり、職員には、その勤務能率の発揮及び増

進のために、研修を受ける機会が与えられなければならないものである。 

また、総務省が令和５年 12 月に策定した「人材育成・確保基本方針策定指針」におい

ても、新たな政策課題や複雑・多様化する行政課題を解決するために、外部研修による高

度・専門的な知識・技能の獲得や研修の広域化、適時に適切な内容を研修カリキュラムに

盛り込むことなどにより育成手法を充実することが、検討すべき事項として示されてい

る。 

しかしながら、令和３年度の総務省の「ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関す

る研究会2」で実施された地方公共団体アンケート結果3によれば、人口５万人未満4の市及

び町村においては、職員に対する研修の重要性を認識しているものの、十分に研修を実施

できていない団体が多い【表１】。 

【表１】ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会（第４回）アンケート結果 

備考：総務省「ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会（第４回）事務局資料」に基づき、事務局作成

1 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）（抄） 

（研修） 

第三十九条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。 

２～４ （略）
2 総務省自治行政局公務員部公務員課（事務局） 
3 調査対象：全地方公共団体 回答数：1,011 団体（都道府県 47 団体、指定都市 20 団体、市区 482 団体、町村 462 団体） 
4 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）（抄） 

（市及び町の要件・市町村相互間の変更） 

第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。 

一 人口五万以上を有すること。 

二～四 （略） 

②・③ （略）

81% 17% 98% 2% 0% 0%

84% 16% 100% 0% 0% 0%

66% 31% 97% 3% 0% 0%

56% 39% 95% 4% 0% 0%

35% 55% 90% 9% 1% 0%

6% 30% 36% 38% 17% 9%

5% 11% 16% 42% 37% 5%

21% 46% 68% 25% 5% 3%

43% 40% 83% 14% 3% 1%

37% 48% 85% 12% 2% 0%

53% 30% 83% 15% 2% 0%

53% 47% 100% 0% 0% 0%

19% 46% 64% 25% 10% 1%

7% 30% 37% 38% 22% 3%

4% 28% 32% 41% 22% 5%

小計
(a＋b)

少しそう思う
(b)

どちらとも
言えない

あまりそう
思わない

思わない

都道府県

指定都市

都道府県

指定都市

市（5万人未満）

職員に対して求められる職員像を
明示した上で、職員全般に求めら
れる能力を習得するための研修を
計画的に行うことが重要。

標準職務遂行能力を習得するため
の体系的な研修の実施ができて
いる。

都道府県

指定都市

そう思う
(a)

アンケート設問

人材育成はとても重要だが、十分
に対応できていないと感じる。

市区（5万人以上）

市区（5万人以上）

市（5万人未満）

市区（5万人以上）

市（5万人未満）

町村

区分

町村

町村

5



 

 

このため、本研究会では、人口５万人未満の市及び町村（以下「小規模自治体」とい

う。）の人材育成の取組状況を、特に、研修に重点を置いて改めて調査し（ 「人材育成等に

関する調査（令和７年４月１日時点）」）、当該調査結果を基に、現状と課題を整理し、課

題解決に資する方策について議論を行ってきた。 

 

（１）人材育成基本方針の策定・改正状況 

まず、各地方公共団体が自団体の人材育成の目的・方策等を明確にした人材育成基本方

針（以下「基本方針」という。）の策定状況については、平成９年に総務省が「地方自

治・新時代における人材育成基本方針策定指針」（以下「平成９年国指針」という。）を提

示5して以来、多くの地方公共団体で策定している［策定率：96.2％］【表２】。 

【表２】人材育成基本方針の策定状況・今後の策定予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

 

一方、基本方針の改正状況に目を向けると、総務省では、平成９年国指針を全面的に改

正する形で、令和５年 12 月に「人材育成・確保基本方針策定指針」（以下「国指針」とい

う。）を策定6したが、基本方針を改正したことがない地方公共団体が全体の約４割となっ

ており、また、小規模自治体ほど改正率が低くなっている［改正率：63.2％］【表３】。 

 
5 各地方公共団体における人材の育成に関しては、「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」（平成９

年 11 月 14 日付け自治整第 23 号）において、人材育成の目的、方策等を明確にした基本方針の策定が求められ、各地方公共団体が基

本方針を策定する際に留意・検討すべき事項については、「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針」（平成９年 11 月 28

日付け自治能第 78 号）で提示された。 
6 「ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会」（総務省自治行政局公務員部公務員課（事務局））において取りまとめら

れた「人材育成・確保基方針策定指針に係る報告書」（令和５年９月）や第 33 次地方制度調査会答申（令和５年 12 月 21 日）の内容を

踏まえ、各地方公共団体が基本方針を改正等する際の新たな指針として、策定された（ 「人材育成基本方針策定指針の改正について」

（令和５年 12 月 22 日付け総行給第 71 号・総行公第 130 号・総行情第 111 号））。 

団体数

策定予定あり 策定予定なし

団体数 団体数

47 47 ［100.0%］ 0 0 0 ［100.0%］ 0.0%

20 20 ［100.0%］ 0 0 0 ［100.0%］ 0.0%

1,721 1,653 ［96.0%］ 68 18 50 ［95.7%］ 0.3%

特別区 23 23 ［100.0%］ 0 0 0 ［100.0%］ 0.0%

市（5万人以上） 469 467 ［99.6%］ 2 1 1 ［99.6%］ 0.0%

市（5万人未満） 303 296 ［97.7%］ 7 2 5 ［97.7%］ 0.0%

町 743 708 ［95.3%］ 35 12 23 ［94.8%］ 0.5%

村 183 159 ［86.9%］ 24 3 21 ［85.8%］ 1.1%

1,788 1,720 ［96.2%］ 68 18 50 ［95.9%］ 0.3%全団体計

区分

人材育成基本方針

策定済団体数(b)
　未策定団体数

昨年度策定率
( d )

指定都市

市区町村計

昨年度からの
増減

（ c - d ）(a) ［策定率c(b/a*100)］

都道府県
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この基本方針は、社会経済情勢の変化などを踏まえて、アップデートすることが必要な

ものであり、国指針を踏まえ、適切に改正することが必要なものである。 

なお、基本方針を改正していない地方公共団体における、改正を予定していない理由に

ついては、「改正に着手したいが、マンパワーを割くことができない」、「改正に必要な知

見が不足している」などの点が挙げられている。特に、小規模自治体では、マンパワー不

足を理由に挙げる割合が７割以上と高くなっている【表４】。 

 

【表３】人材育成基本方針の改正状況・今後の改正予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

 

【表４】人材育成基本方針を改正していない地方公共団体で、改正を予定していない理由 

※選択式、複数回答可 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

 

 

　改正している 　改正していない 

（b） 今後さらに

改正予定

今後の

改正予定なし
改正予定 改正予定なし

47 45 17 28 2 1 1 95.7% 95.7% 0.0%

20 20 9 11 0 0 0 100.0% 95.0% 5.0%

1,653 1,022 432 590 631 264 367 61.8% 58.3% 3.5%

特別区 23 20 10 10 3 2 1 87.0% 87.0% 0.0%

市(5万人以上) 467 398 200 198 69 53 16 85.2% 80.6% 4.6%

市(5万人未満) 296 191 92 99 105 66 39 64.5% 61.1% 3.4%

町 708 357 115 242 351 123 228 50.4% 47.2% 3.2%

村 159 56 15 41 103 20 83 35.2% 32.5% 2.7%

1,720 1,087 458 629 633 265 368 63.2% 59.8% 3.4%

昨年度から
の増減

［c - d ］

都道府県

指定都市

市区町村

計

区分

人材育成基本
方針策定済み

団体数
(a)

改正率
（ｃ）

［ b/a*100 ］

昨年度
改正率

（d）

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

0 0.0% 0 - 0 0.0% 9 56.3% 16 41.0% 173 55.6%

0 0.0% 0 - 0 0.0% 8 50.0% 32 82.1% 223 71.7%

0 0.0% 0 - 0 0.0% 1 6.3% 0 0.0% 10 3.2%

0 0.0% 0 - 1 100.0% 1 6.3% 4 10.3% 29 9.3%

1 100.0% 0 - 0 0.0% 3 18.8% 1 2.6% 20 6.4%

1 - 0 - 1 - 16 - 39 - 311 -
（参考）人材育成基本方針の改正予定が
 　　   ない団体数

町村

①改正に必要な知見が不足している

②改正に着手したいが、マンパワー
  を割くことができない

③人材育成基本方針を策定したばか
  りである

④改正の必要性を感じていない

⑤その他

理由
都道府県 指定都市 特別区 市（5万人以上） 市（5万人未満）
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（２）研修の実施状況 

次に、人材育成の基幹的な手法の一つである研修の実施状況については、小規模自治体

ほど「求められる職員像に向けて、現状では、研修が十分に実施できていない」と認識し

ている割合が高いという調査結果となった【表５】。 

これは、多くの小規模自治体で、人材育成・確保の重要性は認識しながらも、研修の実

施に際して何らかの課題があり、思うように実施できていないという現状を示している。 

 

【表５】研修を十分に実施できている/できていないと考える地方公共団体の割合 

 

 

 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

 

（３）小規模自治体における研修の課題 

小規模自治体における研修の課題を分類すると、「研修対象者の所属における研修期間

中のフォロー体制の確保」や「研修担当課の人員不足」、「研修内容の検討が困難」など、

人員の不足や研修の企画・立案に起因する課題を感じている割合が高く、次いで、「研修

に関する予算確保が困難」という財政面の課題を挙げる割合が高い。 

また、小規模自治体においては、研修を十分に実施できていない地方公共団体の方が、

研修を十分に実施できている地方公共団体に比べて、多くの項目で課題と感じている割合

が高い傾向にあり、研修の実施に際して、複合的な課題を抱えていることが明らかとなっ

た【表６】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

36 76.6% 18 90.0% 18 78.3% 307 65.5% 112 37.0% 289 31.2%

11 23.4% 2 10.0% 5 21.7% 162 34.5% 191 63.0% 637 68.8%

町村

はい

いいえ

十分な研修を実施できてい
ると考えるか

都道府県 指定都市 特別区 市(5万人以上) 市(5万人未満)
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【表６】研修実施における課題                      ※選択式、複数回答可 

（上段：研修が十分に実施できている地方公共団体、下段：実施できていない地方公共団体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※割合…それぞれの団体区分における研修が十分に「実施できている」・「実施できていない」別に占める課題の割合 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

 

◆ 研修において最も課題と感じている点 

また、研修の実施に際して、最も課題と感じている点については、研修を十分に実施で

きていない小規模自治体では、研修を十分に実施できている小規模自治体に比べて、「研

修担当課の人員不足」の割合が高いという特徴がある【表７】。 

これは、研修担当課の体制の脆弱さを示しており、調査結果を見ると、小規模自治体で

は、８割以上の団体で人材育成・人事担当部局内で、研修と別業務を兼務しており、この

ような体制が、研修の企画・立案等に関するマンパワーの不足につながっているものと考

えられる【表８】。 

加えて、研修を十分に実施できている小規模自治体でも、「研修対象者の所属における

研修期間中のフォロー体制の確保」に課題を感じている団体の割合が高くなっているな

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

14 38.9% 6 33.3% 8 44.4% 151 49.2% 52 46.4% 102 35.3%

9 81.8% 1 50.0% 2 40.0% 87 53.7% 82 42.9% 270 42.4%

9 25.0% 6 33.3% 9 50.0% 89 29.0% 41 36.6% 86 29.8%

7 63.6% 1 50.0% 2 40.0% 78 48.1% 107 56.0% 330 51.8%

12 33.3% 9 50.0% 8 44.4% 130 42.3% 42 37.5% 95 32.9%

7 63.6% 0 0.0% 3 60.0% 91 56.2% 98 51.3% 253 39.7%

16 44.4% 5 27.8% 7 38.9% 94 30.6% 28 25.0% 50 17.3%

7 63.6% 0 0.0% 3 60.0% 51 31.5% 53 27.7% 151 23.7%

13 36.1% 6 33.3% 2 11.1% 122 39.7% 30 26.8% 58 20.1%

10 90.9% 1 50.0% 1 20.0% 88 54.3% 85 44.5% 145 22.8%

7 19.4% 6 33.3% 2 11.1% 36 11.7% 7 6.3% 31 10.7%

4 36.4% 0 0.0% 3 60.0% 26 16.0% 23 12.0% 58 9.1%

11 30.6% 4 22.2% 0 0.0% 40 13.0% 8 7.1% 18 6.2%

2 18.2% 0 0.0% 4 80.0% 24 14.8% 25 13.1% 49 7.7%

4 11.1% 4 22.2% 3 16.7% 43 14.0% 18 16.1% 84 29.1%

0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 2 1.2% 9 4.7% 89 14.0%

その他

特になし

特別区 町村

研修対象者の所属における研修期間
中のフォロー体制の確保

研修担当課の人員不足

実施すべき研修内容の検討が困難

市（5万人以上） 市（5万人未満）

他自治体、外部機関、民間が実施し
ている研修情報の収集が困難

研修に関する予算確保が困難

課題と感じたこと

都道府県 指定都市

研修内容に沿った講師の選定が困難
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ど、総じて見れば、小規模自治体の研修においては、人的資源の不足が最も大きな課題と

なっている【表７】。 

【表７】研修実施における課題のうち、最も課題と感じている点 

（上段：研修が十分に実施できている地方公共団体、下段：実施できていない地方公共団体） 

 

 

 

※割合…それぞれの団体区分における研修が十分に「実施できている」・「実施できていない」別に占める課題の割合（【表６】で「特になし」の団体を除く）

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成

【表８】研修担当課の体制 

 

 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

13 27.7% 11 55.0% 4 17.4% 16 3.4% 4 1.3% 1 0.1%

33 70.2% 9 45.0% 17 73.9% 218 46.5% 35 11.6% 103 11.1%

0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 174 37.1% 105 34.7% 129 13.9%

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 21 4.5% 44 14.5% 143 15.4%

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 26 5.5% 109 36.0% 511 55.2%

1 2.1% 0 0.0% 1 4.3% 14 3.0% 6 2.0% 39 4.2%

総務担当課内（人事・給与兼務）

総務担当課内
（人事・給与その他業務も兼務）

その他

市（5万人以上） 市（5万人未満） 町村

研修担当課（課独立）

人事担当課内（係独立）

人事担当課内（係兼務）

研修担当課の体制

都道府県 指定都市 特別区

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

4 12.5% 2 14.3% 6 40.0% 75 28.4% 33 35.1% 60 29.3%

3 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 44 27.5% 38 20.9% 142 25.9%

2 6.3% 0 0.0% 6 40.0% 18 6.8% 17 18.1% 44 21.5%

1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 24 15.0% 47 25.8% 196 35.8%

5 15.6% 3 21.4% 3 20.0% 54 20.5% 17 18.1% 38 18.5%

3 27.3% 0 0.0% 1 20.0% 32 20.0% 35 19.2% 78 14.2%

4 12.5% 1 7.1% 0 0.0% 20 7.6% 10 10.6% 9 4.4%

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.3% 6 3.3% 27 4.9%

8 25.0% 4 28.6% 0 0.0% 67 25.4% 10 10.6% 30 14.6%

2 18.2% 1 100.0% 0 0.0% 42 26.3% 34 18.7% 63 11.5%

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 2.3% 0 0.0% 6 2.9%

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.6% 6 1.1%

9 28.1% 4 28.6% 0 0.0% 24 9.1% 7 7.4% 18 8.8%

2 18.2% 0 0.0% 4 80.0% 16 10.0% 19 10.4% 36 6.6%

他自治体、外部機関、民間が実施し
ている研修情報の収集が困難

その他

町村

研修対象者の所属における研修期間
中のフォロー体制の確保

研修担当課の人員不足

実施すべき研修内容の検討が困難

研修内容に沿った講師の選定が困難

研修に関する予算確保が困難

最も課題であると感じたこと

都道府県 指定都市 特別区 市（5万人以上） 市（5万人未満）
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◆ その他の課題 

上記に加えて、研修受講後の効果測定が困難であること、会場確保が困難であることな

ども、研修に関する課題として挙げられている。 

特に、研修受講後の効果測定について、小規模自治体においては、研修実施後の成果の

活用・フォローアップを実施している割合が低く【表９】、また、職員からの要望の聴取

などにより研修のニーズを把握している割合も低くなっており【表 10】、効果的な研修実

施の面で課題が見られる。 

 

【表９】研修実施後の成果の活用・フォローアップ             ※選択式、複数回答可 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

 

【表 10】研修ニーズの把握方法               ※選択式、主なものを３つまで選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

 

 

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

14 29.8% 8 40.0% 9 39.1% 151 32.2% 83 27.4% 296 32.0%

16 34.0% 10 50.0% 10 43.5% 207 44.1% 119 39.3% 317 34.2%

40 85.1% 15 75.0% 19 82.6% 354 75.5% 216 71.3% 548 59.2%

30 63.8% 10 50.0% 9 39.1% 207 44.1% 123 40.6% 345 37.3%

5 10.6% 3 15.0% 3 13.0% 43 9.2% 20 6.6% 23 2.5%

1 2.1% 0 0.0% 2 8.7% 26 5.5% 32 10.6% 202 21.8%ニーズ把握していない

町村

首長からの指示・意見により把握

所属長からの要請により把握

職員からの要望により把握

人事課・人事委員会からの要請により
把握

その他

ニーズの把握方法
都道府県 指定都市 特別区 市（5万人以上） 市（5万人未満）

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

6 12.8% 2 10.0% 0 0.0% 44 9.4% 56 18.5% 74 8.0%

18 38.3% 8 40.0% 5 21.7% 62 13.2% 17 5.6% 46 5.0%

13 27.7% 6 30.0% 6 26.1% 101 21.5% 42 13.9% 84 9.1%

7 14.9% 5 25.0% 4 17.4% 59 12.6% 20 6.6% 43 4.6%

11 23.4% 6 30.0% 12 52.2% 245 52.2% 189 62.4% 704 76.0%

町村

受講履歴に基づいた人事配置の実施

受講内容を職務に活かせているかの
フォローアップ調査

研修受講者による庁内での
成果発表会の実施

その他

特になし

成果の活用・フォローアップ
都道府県 指定都市 特別区 市（5万人以上） 市（5万人未満）
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（４）広域的な研修の必要性とその課題

◆ 広域的な研修の必要性

小規模自治体の研修については、先述のとおり、人的資源の不足、予算の不足、企画・

立案の難しさなど、多くの小規模自治体で複数の課題を抱えており、その対応に困難が生

じている。 

国指針にも示されているとおり、特に小規模な団体については、自団体では必要な研修

の実施が難しいことも想定されるため、都道府県は、各地域における広域的な行政主体と

して、市区町村を含めた広域的な研修の実施について、また、市区町村側でも、市区町村

間での共同研修について検討することが求められるところである。 

現状においても、小規模自治体では多くの研修を広域的な研修に依っており、特に階層

別研修では、広域で実施している割合が８割程度にのぼっている【表 11】。 

広域的な研修に参加する理由について、団体規模を問わず「人事的な交流」と回答した

割合が高いが、小規模自治体では「支出を抑えられる」、「事務的負担の軽減」の割合が高

く、このことから、広域的な研修は、人員・予算といったリソースに限界がある小規模自

治体にとって、研修の実施に向けた有効な取組であることが読み取れる【表 12】。 

また、広域的に実施すべき研修として、都道府県・指定都市・特別区は「特別研修」の

割合が高い一方、市町村は「階層別研修」、「職種別研修」、「特別研修」7を問わず実施す

るべきと回答しており、特に、小規模自治体では、階層別研修の実施を求める割合が最も

高くなっている【表 13】。このことから、小規模自治体では、自団体で実施が難しい専門

的な研修のみならず、階層別研修についても広域での対応が必要となっていることがわか

る。 

7 階層別研修…対象となる階層・職層が受講する研修（例：新規採用研修、主任等研修など） 

職種別研修…対象となる職種が受講する研修（例：土木職向け研修、福祉職向け研修など） 

特別研修 …専門的な知識・技能の習得や能力の開発・向上を目的として実施される研修（例：政策能力向上研修、統計データ研修など）
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【表 11】各研修の広域での実施状況                    ※選択式、複数回答可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

【表 12】広域的な研修に参加している理由               ※選択式、複数回答可 

 

 

 

 

 

 

 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

【表 13】特にどのような研修を広域的に実施するべきか          ※選択式、複数回答可 

 

 

 

 

 

 

 

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

7 14.9% 2 10.0% 18 78.3% 266 56.7% 238 78.5% 822 88.8%

9 19.1% 1 5.0% 13 56.5% 293 62.5% 262 86.5% 812 87.7%

6 12.8% 1 5.0% 16 69.6% 287 61.2% 255 84.2% 777 83.9%

13 27.7% 2 10.0% 15 65.2% 240 51.2% 219 72.3% 711 76.8%

9 19.1% 1 5.0% 13 56.5% 170 36.2% 141 46.5% 462 49.9%

7 14.9% 1 5.0% 5 21.7% 139 29.6% 129 42.6% 421 45.5%

16 34.0% 3 15.0% 15 65.2% 236 50.3% 199 65.7% 565 61.0%

8 17.0% 0 0.0% 9 39.1% 151 32.2% 150 49.5% 384 41.5%

町村

階
層
別
研
修

新規採用者

係長・課長補佐

課長級

研修種別（広域実施）
都道府県 指定都市 特別区 市（5万人以上） 市（５万人未満）

　
に
関
す
る
も
の
）

（

個
人
の
能
力
向
上

特
別
研
修

政策能力向上

キャリア形成

（

業
務
に
関
す
る
も
の
）

特
別
研
修

基本的な法令知識

DX・情報政策

危機管理

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

10 28.6% 7 38.9% 14 63.6% 270 61.1% 212 74.4% 518 59.4%

17 48.6% 8 44.4% 15 68.2% 295 66.7% 219 76.8% 641 73.5%

25 71.4% 14 77.8% 19 86.4% 375 84.8% 240 84.2% 675 77.4%

15 42.9% 11 61.1% 18 81.8% 269 60.9% 183 64.2% 564 64.7%

16 45.7% 10 55.6% 12 54.5% 238 53.8% 151 53.0% 407 46.7%

1 2.9% 1 5.6% 1 4.5% 7 1.6% 2 0.7% 5 0.6%その他

町村

支出を抑えられる

事務的負担の軽減

人事的な交流

高度で幅広い知識の獲得

他自治体との連携

広域的な研修に参加している理由
都道府県 指定都市 特別区 市（5万人以上） 市（５万人未満）

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

12 29.3% 1 5.6% 9 39.1% 269 60.1% 225 76.5% 684 75.4%

18 43.9% 9 50.0% 22 95.7% 277 62.1% 199 67.9% 576 63.5%

39 95.1% 14 77.8% 19 82.6% 318 71.3% 210 71.7% 541 59.6%

1 2.4% 1 5.6% 2 8.7% 13 2.9% 7 2.4% 11 1.2%

町村

階層別研修
（新規採用研修・主任等研修など）

職種別研修
（土木職向け、福祉職向け研修など）

特別研修
（政策能力向上研修、統計データ研修など）

その他

特にどのような研修で実施すべきか
都道府県 指定都市 特別区 市（5万人以上） 市（５万人未満）
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◆ 広域的な研修の課題

広域的な研修は有効な取組である一方で、開催・参加していない地方公共団体もある。 

小規模自治体が参加していない理由としては、そもそも広域的な研修が実施されていない

ことや、広域で実施されている研修内容を把握できないことが要因となっている【表 14】。 

また、都道府県・指定都市が開催していない理由としては、研修ニーズを把握できてい

ないことが大きな要因となっている【表 15】。 

【表 14】広域的な研修に参加していない理由 ※選択式、複数回答可

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

【表 15】広域的な研修を開催していない理由 ※選択式、複数回答可

備考：総務省「人材育成等に関する調査結果（令和７年４月１日時点）」に基づき、事務局作成 

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

1 9.1% 2 25.0% 7 36.8% 175 55.7% 160 61.3% 622 71.2%

1 9.1% 3 37.5% 5 26.3% 120 38.2% 89 34.1% 218 24.9%

0 0.0% 1 12.5% 3 15.8% 47 15.0% 21 8.0% 107 12.2%

8 72.7% 5 62.5% 9 47.4% 177 56.4% 143 54.8% 402 46.0%

2 18.2% 0 0.0% 3 15.8% 41 13.1% 41 15.7% 115 13.2%

2 18.2% 2 25.0% 7 36.8% 42 13.4% 33 12.6% 58 6.6%その他

町村

研修担当課の人員不足

予算が確保できない

設備が整っていない

ニーズ把握ができていない

他自治体との連携の仕方がわからない

広域的な研修開催にあたる課題
都道府県 指定都市 特別区 市（5万人以上） 市（５万人未満）

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

2 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 7 25.9% 2 11.1% 28 51.9%

7 58.3% 1 50.0% 0 0.0% 14 51.9% 7 38.9% 28 51.9%

2 16.7% 1 50.0% 1 100.0% 6 22.2% 2 11.1% 5 9.3%

4 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 6 22.2% 7 38.9% 22 40.7%

2 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 3 11.1% 6 33.3% 3 5.6%

町村

職員の時間を確保できない

広域的な研修が実施されていない

予算が確保できない

広域的な研修についての情報を
得ることができない

その他

広域的な研修に参加しない理由
都道府県 指定都市 特別区 市（5万人以上） 市（５万人未満）
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 以上を踏まえ、本研究会では研修に関する課題を類型化して整理し、その解決に資する

方策を研究することとした。 

課題の具体的な内容及び類型化した課題の一覧は以下のとおりである。 

 

【小規模自治体の研修実施に関する課題の類型化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：総務省「地方公共団体における人材育成に関する研究会（第２回）」事務局資料に基づき、事務局作成 
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Ⅱ 課題の解決に向けた方策 

１ 検討の方向性 

「Ⅰ２ 地方公共団体における人材育成の取組状況と課題」でも見たとおり、小規模自

治体では人員・予算といったリソースに限りがあるが、そのような中でも、自らの責任に

おいて、職員の人材育成を積極的に進めていくことが求められている。 

そのため、自団体で実施可能な取組を行うことが、まずは重要である。これに加え、国

指針でも示されているとおり、都道府県による市区町村を含めた広域的な研修や市区町村

間での共同研修といった、広域的な対応を行うことも効果的な選択肢となる。 

市町村が共同し、市町村の区域を超えて広域で事務を処理していく流れが見込まれる状

況に鑑みても、研修の広域化は、合理的な流れと考えられる。 

これらを踏まえ、本研究会では、以下のとおり、「自団体での取組」と「広域での取

組」の２つの視点から、課題解決に向けた方策について取りまとめた。 

 

２ 自団体での取組 

（１）研修の推進に向けた全庁的な体制の構築 

国指針では、地方公共団体の人材育成・確保に関する基本方針の改正等にあたり、首長

をはじめとする地方公共団体のトップ層が積極的に関与すべきとされている。人材育成の

主要な取組である研修の推進にあたっても、首長をはじめとしたトップ層の関与のもと全

庁的な推進体制を構築し、対応することが重要である。 

実際、小規模自治体で、人材育成のための研修機会付与に積極的な地方公共団体を見る

と、首長や副首長などのトップ層がリーダーシップを発揮し、業務多忙や人員不足の中で

も研修受講の旗を振っている団体が多いと見受けられる。 

トップ層の意識を高めてもらうためには、研修を通じた人材育成が職員本人のためにな

ることはもちろん、将来的に組織のためにもなることをトップ層に認識してもらうことが

必要である。このために、地方公共団体職員向けの研修機関が実施するトップセミナーを

受講し、意識改革を図ることも考えられる。また、研修受講後に庁内で成果報告を実施す

ることで、トップ層が職員の研修による意欲向上と変化を感じられる場を作っている地方

公共団体もあり、これは参考になる取組と考えられる。 

このように、研修の推進に向けては、トップ層が直接研修の効果を感じ、研修の必要性

について認識を高められるよう工夫していくことが重要である。 
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そのうえで、所属長に対しても同様の意識づけを行うことにより、職員の成長が組織力

の向上につながることを念頭に、組織として研修に対する共通認識を持たせるべきであ

る。 

 また、人材育成は一朝一夕で成果が出るものではなく、長期的な取組が必要である。まず

は組織として達成すべき価値や組織目標を明確にし、それを実現するために、求められる職

員像などを定めた基本方針を適切に策定・改正することが望ましい。短期的に効果が見えな

いとして取組を中断することなく、トップ層が積極的に関与し、継続的・計画的に人材育成

に取り組むことが求められる。これらを通じ、職員を大事にし、育てていくという組織風土

も併せて醸成されるべきである。 

 

≪参考事例≫研修受講後の庁内発表会の実施（茨城県那珂市） 

［取組の概要と特徴］ 

・政策形成研修では、入庁後５年から６年目の職員がグループを作り、自身が考える政

策課題とその課題に対して解決する政策を考えて、市長、副市長などのトップ層に対

して発表 

・若手職員の成果発表を聴講したトップ層から、職員のプレゼンテーション能力の高さ

を評価する声が聞かれたほか、トップ層の研修実施に対する理解が向上 

 

（２）受講者が所属する部署における対応 

小規模自治体においては、繁忙などの理由により、所属として職員を研修に行かせにく

い、また、職員自身が研修に行きにくいと感じる状況が見受けられることから、人材育成

の推進のため、研修を受講しやすい環境の整備や研修の受講意欲の醸成を図る必要があ

る。 

 

◆ 研修を受講しやすい環境の整備 

 研修を受講しやすい環境整備のためには、組織全体で研修の必要性について共通認識を

持ち、研修に行きやすい職場の風土づくりを進めることが重要である。このためにも、適

切な人員・体制の確保に配慮しつつ、まずは人材育成のために研修受講は職員にとって必

要なものであり、研修受講に伴って生じる一時的な職員の不在は、所属として一定程度負

担せねばならないという認識に立つ必要がある。 
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その上で、研修受講の際の業務補完について検討し、例えば、定年引き上げにより増加

が見込まれる高齢期職員や会計年度任用職員の活用などにより、研修受講者の代替職員や

事務補助職員を配置するよう努めることも考えられる。 

しかしながら、現実的には代替職員等の配置が困難なケースも多いと考えられることか

ら、予めカバーしあえる体制を検討できるよう、研修の年間スケジュールや職員それぞれ

の業務量及び業務繁閑期を事前に共有することなどにより、所属の負担感を一定程度軽減

する取組が効果的と考えられる。 

 加えて、研修受講に関する負担を軽減する観点から、時間や場所に拘束されない研修の

実施など、さらなる工夫が必要であり、研修目的や内容に応じて、移動に要する負担を軽

減できるオンライン研修やサテライト受講の仕組みを構築することも重要である。 

また、先述の人材育成等に関する調査結果においては、業務量が多いことで研修を受講

できないという回答も多くあったが、研修受講による負担増のみを取り上げて考えるので

はなく、組織全体で業務の見直しや業務量のマネジメントに取り組み、業務量の軽減・平

準化にも併せて取り組むことが求められる。 

◆ 研修の受講意欲の醸成

研修を効果的なものにするという観点から、職員の研修に対するモチベーションを醸成す

ることは重要であり、各所属において、研修の受講意欲の醸成に向けた工夫が求められる。 

具体的には、研修が職員本人のキャリア形成にどう活かされるかを職員本人に明示する

ことにより、「何のために研修を受けるのか」を職員本人に認識させるとともに、「職員本

人に研修の意義・効果を理解させるためのノウハウ」を、管理職等に習得させることが重

要と考えられる。 

 このことは、実務上必要な研修に対するニーズはある一方で、幹部候補生の研修など中

長期的に効果が発現するような研修は受講希望が少ない状況の改善にもつながりうる。ま

た、可能な範囲で研修成果を活かせる機会の提供や業務分担に努めることも重要である。 

 さらに、業務の中に研修の要素を組み込む工夫も、研修の受講意欲の醸成に有効と考え

られる。例えば、予算や各分野の取組（商工観光、高齢者福祉、ごみ問題等）について、

担当職員が住民向け説明会で自ら説明を行うことで、担当業務の課題の整理・把握につな

げるだけではなく、担当職員のプレゼンテーション能力の強化につなげている取組事例も

あったが、このように、日常業務の中に研修要素を組み込むことで、自身に不足する能力

を意識してもらい、相乗的に外部研修の受講意欲を醸成できる。 
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なお、会計年度任用職員についても、地方公務員法上の研修に関する規定8が適用され 

ることから、従事する業務内容や責任の程度に応じて、公務員倫理や能力向上に関する研

修を実施することや、再度任用の際にも適宜研修を実施することなど、適切に対応する必

要がある。 

≪参考事例≫まちづくり町民講座の開催（北海道ニセコ町） 

［取組の概要と特徴］ 

・町の予算や各分野の取組（商工観光、高齢者福祉、ごみ問題等）について、役場の担

当職員が今後の方向性などを住民に説明する場を設定

・担当職員が住民向けに自ら説明を行うことで、担当業務の課題整理・理解が進むとと

もに、担当職員のプレゼンテーション能力が向上

（３）研修担当課における対応

◆研修の受講意欲の醸成

職員の研修に対するモチベーションを醸成するためには、各所属での対応に加えて、研

修担当課においても適切な対応が求められる。 

先述のとおり、研修の受講意欲の醸成に向け、研修による能力向上が職員本人のキャリ

ア形成にどう活かされるかを明示することで、「何のために研修を受けるのか」を職員本

人に認識させること、また、そのためのノウハウを管理職等に習得させることは重要であ

る。 

このための取組として、研修担当課において、研修体系を適切に整理することや、職員

が目指す職務や活躍したい分野を出口ベースで提示し、出口から逆算して必要な研修の受

講を促す手法が考えられる。 

例えば、組織内の業務を係・班単位ごとに、それぞれの職務において求められる能力や

資格、また、職務を通じて培われる能力などを職員に明示している地方公共団体もある

が、このような取組により、職務に必要な能力や自身に不足する能力を意識してもらうこ

とで、研修の受講意欲の醸成が期待できる。 

8 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）（抄） 

（この法律の適用を受ける地方公務員） 

第四条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員（以下「職員」という。）に適用する。 

２ （略） 

（研修） 

第三十九条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。 

２ 前項の研修は、任命権者が行うものとする。 

３・４ （略） 
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また、研修担当課が受けさせたい研修と、職員が受けたい研修のミスマッチが生じてい

るとの意見があった。職員のニーズに応じた研修メニューを強化することも重要である

が、職員のニーズの有無にかかわらず、地方公務員として受講が必要な研修メニューにつ

いては、研修担当課から研修の必要性などを説明し、所属や職員の理解を得られるよう努

める必要がある。 

加えて、受講対象の職員に対して計画的に研修を受講させることや、研修機会に差が生

じることによる職員間の不公平感を生じさせないことにも留意する必要があり、そのため

の取組として、研修担当課で職員の研修受講履歴を管理することが考えられる。 

◆ 人事評価と連動した研修制度

研修の受講意欲を醸成する観点では、制度的に研修受講を促進できる仕組みを構築する

ことも有効である。例えば、所属職員に研修受講を促した・受講させたことを、管理職の

能力評価項目に加えること、人事評価結果を踏まえて必要とされる能力に対応した研修メ

ニューを体系的に明示することなど、人事評価と連動した研修制度を構築することが考え

られる。 
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《参考事例》国家公務員の人事評価項目及び行動・着眼点の例 

［取組の概要と特徴］ 

・国家公務員においては、管理職の評価項目及び行動において「組織統率・人材育成」

を設定

・その着眼点として「③部下の成長支援 適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供

して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す」とあることか

ら、部下に研修を受講させることは、国においては管理職の能力評価の項目として想

定されているところ

・評価項目及び行動（黄色箇所）／着眼点（白色箇所）の例

（一般行政:本省内部部局等の課長の抜粋）

出典：人事評価マニュアル（令和３年９月内閣人事局・人事院） 
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◆ 人員体制の強化

研修ニーズが多様化する中、それに対応する観点からは、研修担当課の人員増による体

制強化は有効である。 

しかしながら、小規模自治体においては、恒常的な増員が難しいことも想定される。そ

のような場合においては、基本方針の改正や育成プログラムの組み直しなど、研修体系構

築のためにタスクフォースとして一時的に増員することや、庁内横断的な体制を構築する

ことが有効である。 

≪参考事例≫人材育成に関する部局横断組織の設置（北海道ニセコ町） 

［取組の概要と特徴］ 

・町の人材育成アクションプランを円滑に推進する観点から、部局横断によるプロジェ

クトチームを発足（令和７年 11 月～）

・人材育成担当である総務課総務係を中心に、他部署と連携を図りながら組織全体で取

組を実施

◆ 企画・立案の難しさへの対応

多様化する研修ニーズに対応する必要性を認識していても、ニーズに即した研修を企画

するのは容易ではなく、これは多くの地方公共団体において共通の課題である。この対策

として、研修担当課の体制強化は効果的であるが、小規模自治体においては、人員不足な

どの理由により、一時的な対応も困難であることが想定される。この場合には、外部の研

修機関など他者の知見やリソースを活用し、研修の企画・立案に関する負担を軽減しなが

ら内容の充実に努めることが重要である。 

例えば、自治大学校、市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所等の全国規模

の研修機関は、地方公共団体のニーズを踏まえた研修メニューを提供しており、効果的な

研修を効率的に受講することが期待でき、積極的に活用を検討すべきである。 

民間の研修プログラムや外部講師についても、自団体のニーズに見合うことを確認の上

で、活用することは効果的である。外部講師の選定に関しては、国でも分野に応じた様々

な講師派遣制度が用意されていることが多く、これらを活用することも有効と考えられ

る。 

また、関係機関・団体との連携や国・他の地方公共団体との人事交流により、業務・経

験の中で、スキルアップを図る方策も有効である。庁内関係課と連携し、自団体と連携協

定を結んでいる民間企業・大学との協働により、当該企業等が実施する研修等へ参加する
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など、研修担当課のみならず、庁内他部局のネットワークを上手く活用して、研修に関す

る負担軽減を図りながら内容を充実させている地方公共団体もあり、これは参考になる取

組と考えられる。 

なお、研修を民間委託する際は、受講内容が自団体のニーズに見合っているかを確認す

ることや費用対効果を適切に判断すること、直営での実施可否を検討した上で実施するこ

とが必要である。 

また、研修の企画・立案に際して、地方公共団体の職員が民間企業等を集めた研修の見

本市のような場に参加して、より効果的な研修メニューの情報を収集することも有効な取

組と考えられる。 

≪参考事例≫連携協定締結企業等との協働による研修（茨城県那珂市） 

［取組の概要と特徴］ 

・連携協定締結企業が開催する研修への参加、県内大学のリカレント教育プログラムへ

の派遣などにより、様々な研修を実施

・研修担当課だけではなく、産官学連携担当課と連携し、研修の企画・立案に関する負

担を軽減

・企業等との関係が構築できたことで、定期的な実施が可能となるとともに、企業等の

知見を活用することで、新たな研修ニーズに機動的に対応可能

≪参考事例≫地域の課題解決に向けた官民合同研修（山梨県大月市） 

［取組の概要と特徴］ 

・民間企業との共同研修により、研修担当課の負担を軽減するとともに、次世代リーダ

ーに求められる固定観念にとらわれない柔軟な発想や新たな気づきを得ることが可能

・市が抱える課題をテーマにし、実際に施策を提案する形式で研修を行うことで、様々

なステークホルダーを巻き込みながら複雑な課題を解決する能力を養うことが可能

出典：総務省「地方公共団体における人材育成・確保推進のための参考事例集9」（令和７年３月）

9 令和７年３月発行、総務省自治行政局公務員部 
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≪参考事例≫民間研修を活用した高度・専門的な知識の習得（福岡県苅田町） 

［取組の概要と特徴］ 

・研修の企画・立案に関する負担軽減、また、通常研修で習得できない内容の研修を職

員に受講してもらうため、民間研修情報の取りまとめ及び予算負担を人事課が実施

・人事課が所属に研修受講を促し、上司が本人に直接声掛けすることで、職員は周りに

気兼ねすることなく、積極的に受講することが可能

出典：総務省「地方公共団体における人材育成・確保推進のための参考事例集」（令和７年３月） 

（４）研修の推進に向けた研修の質の確保・内容の充実

ここまで、研修の受講促進、研修を受講しやすい環境整備などの議論をしてきたが、研

修の目的は職員の能力向上である。また、業務繁忙の中、職員が時間を割いて研修に参加

する意欲を醸成するとともに、研修受講に対する所属部署の理解を得るためにも、研修の

効果を感じられることが重要であり、そのためには、研修の質の確保・内容の充実が求め

られる。 

◆ 研修ニーズ、受講者評価を踏まえた研修内容の見直し

研修の効果を高め、職員の能力開発につなげるためには、行政課題を踏まえた研修内容

にするとともに、既存の研修については不断に内容の見直しを行っていくことが必要であ

る。その際、受講者アンケートの実施等によって、職員の研修ニーズを的確に把握するこ

とが重要である。 

特に小規模自治体では、人員不足等の理由からこの取組が進んでいないことが課題であ

るが、人的資源が不足している中にあっても、適切な対応が必要である。 

なお、研修ニーズや受講者評価を踏まえた研修メニューを揃えることは重要であるが、

一方で、地方公務員として必ず身に付けるべき基本的な内容も存在することから、このよ

うな内容については、確実に研修メニューとして盛り込むべきである。 
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≪参考事例≫研修後の復命等を活用したニーズ把握（茨城県那珂市） 

［取組の概要と特徴］ 

・研修後の復命、アンケートの活用、派遣研修の受講報告を実施

・それらによって、研修ニーズ、研修による意識変化・効果を把握することができ、

研修内容の見直しにも活用

・研修の見直し内容：性的マイノリティへの理解（新設）、コミュニケーション系科目

の充実 等

◆ 研修受講後のフォローアップ

研修の質の確保・内容の充実を図る上では、研修の受講後において、研修の受講成果が

発揮されているか、知識の定着が見られるかなど、研修受講後のフォローアップや効果測

定を行うことも重要であるが、小規模自治体では、これらの取組が行われていない団体が

多い。 

地方公共団体における取組事例として、研修受講後に研修成果を発表する機会を設けて

いる団体や、受講して一定期間が経過した後に、研修による職員の変化や業務への反映状

況について調査を行っている団体があった。 

また、人事担当課が研修から人事管理までを一元管理することで、受講した内容を職員

のキャリア形成や担当業務に活かすことができる仕組みを構築することも有効な取組であ

ると考えられ、そのような仕組みを構築することによって、研修の効果を業務にフィード

バックしやすい体制が整うのではないかと考えられる。このための取組として、例えば、

研修の受講履歴を踏まえた人事配置を行うことや研修の受講を昇任の要件にすることなど

が考えられる。 

加えて、管理職員においては、研修受講を促すだけでなく、研修で学んだことを実践で

きる業務を担当させるなど、所属職員が研修の成果を発揮できるような業務配分を意識す

ることが、研修受講後のフォローアップとして必要であると考えられる。 
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≪参考事例≫研修受講後の庁内発表会の実施（茨城県那珂市）【再掲】 

［取組の概要と特徴］ 

・政策形成研修では、入庁後５年から６年目の職員がグループを作り、自身が考える政

策課題とその課題に対して解決する政策を考えて、市長、副市長などのトップ層に対

して発表

・成果発表を通じて、若手職員のプレゼンテーション能力や新たな一面を評価すること

ができるなど、研修効果の確認が可能

◆ 経費の節減、予算の確保

地方公共団体においては、住民向けの施策に比べ、職員の育成に関する予算の確保は容

易ではなく、研修は限られた予算の中で実施している地方公共団体が多いと考えられる。

また、予算のシーリングなどにより、新しい研修メニューの予算を確保しにくいなど、研

修の質の確保・内容の充実に取り組みにくい現状にある。 

このため、既存研修のスクラップ＆ビルド、講師の内製化（既に研修を受講した職員を

研修の講師として活用すること）など、研修経費の節減を図る努力はしつつも、自団体の

将来を担う職員を育成する取組と理解し、研修に関する予算を確保して、研修の質を確保

し、内容を充実させることも重要である。 

この際、人材育成に係る特別交付税措置や国の講師派遣制度、全国規模の研修機関への

派遣費用に対する助成制度なども積極的に活用することが有効である。 

また、予算確保に向けては、庁内（財政担当課）や議会、住民に対して、研修の効果を

どのように説明できるかという点が重要であり、その観点から、国指針にも示されている

とおり、基本方針を適宜改正し、必要となる人材ごとに育成プログラムを整備するととも

に、育成する職員数の目標値などを設定することにより、研修の効果を定量的に説明する

ことが期待される。 
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〔参考〕人材育成に係る地方交付税措置の概要（総務省） 
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〔参考〕国の講師派遣制度の例（人材育成等専門家派遣制度の概要（総務省）） 

○人材育成、女性活躍・働き方改革、高齢期職員の活躍、人事評価等に取り組む地方

公共団体等を支援するため、専門家を派遣し、専門的な立場から助言、情報提供及

び意見交換を実施

○人材育成等専門家は、人材の育成・確保及び人事管理に関する知識と経験を有する

学識経験者、民間企業の有識者等の中から、派遣依頼を受けた各地方公共団体の課

題に応じて派遣

○人材育成等専門家は、次のことを実施

・人材の育成等に関する課題に対する助言、情報提供等

・人材育成基本方針の策定に関する助言等

・能力実績主義を重視した人事管理に関する課題に対する助言、情報提供等

・その他（地方公共団体等における制度の趣旨に沿った業務）に関する助言等

○派遣対象

・地方公共団体（複数の地方公共団体が共同する場合を含む。）

・地方公務員を対象とした広域共同研修に取り組んでいる団体

・その他、地方公共団体の推薦を受けた職員の研究グループなど研究テーマが人材育

成等専門家派遣制度の趣旨に沿ったもの

○実施方法

・個別研修…個別団体（４団体程度）に対し、専門家によるヒアリング、助言等を実施

・集合研修…選定団体の管内市区町村等を集め、専門家による講義を実施

○講師の謝金等は総務省等が負担。

地方公共団体等が負担する経費は、実施に要する会場借上料及び会議費（資料印刷代等。）

◆ 研修手法の適切な選定

 研修の質の確保・内容の充実のためには、研修ニーズ等を踏まえた内容の充実を図ると

ともに、研修施設での対面での研修、オンライン研修、宿泊を伴う長期の派遣研修など、

様々な手法の中から、各手法の特徴・効果を踏まえた上で、研修手法を適切に選定するこ

とが重要である。 

例えば、関係機関・団体とのネットワークの構築のためには対面で実施される研修や派

遣研修を取り入れること、知識を習得することを主目的とする研修については、場所や時

間に捕らわれないオンデマンド研修を取り入れることなどが考えられる。 
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また、オンライン研修・オンデマンド研修の実施に当たっては、効果的な仕組みとなる

よう留意することが必要である。例えば、オンライン研修では、一方通行ではなく双方向

での研修とすることや、オンデマンド研修では、時間外勤務の増加につながらないような

配慮をするとともに、日々の業務を調整し、円滑な受講を促進するための視聴計画表を作

成するなどの工夫を行うべきである。 

加えて、先述の人材育成に係る特別交付税などの財源を活用し、複雑・多様化する行政

課題に関する知識・技能を獲得・向上できる研修に職員を派遣することや、研修に関する

環境を整備することも有効である。 

３ 広域での取組 

複雑・多様化する行政課題に対応するために、地方公共団体においては、自らが置かれ

た状況を踏まえ、求められる職員像や行動指針、組織の目指すべき姿を明らかにしたうえ

で、自らの責任において、職員の育成を積極的に進めていくことが求められる。 

他方、特に小規模自治体においては、人員・予算面の制約があり、単独では実施が難し

い専門的な研修があることや、階層別研修においても、毎年、新規採用職員が少人数であ

る地方公共団体が、自団体で実施を続けることが効率的でない場合があると考えられる。 

このような場合、国指針にも示されているとおり、都道府県は、各地域における広域的

な行政主体として広域的な研修の実施について、また、市区町村側でも、市区町村間での

共同研修について検討することが求められる。 

加えて、自治大学校、市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所等の全国規模

の研修機関については、全国の地方公共団体を対象として、地方公共団体のニーズを踏ま

えた研修メニューを提供しており、効果的な研修を効率的に受講することが期待できると

ともに、他の地方公共団体との人的ネットワークができることにより、研修の広域化にも

寄与することから、広域的な研修の一環として、積極的な活用を検討すべきである。 

また、昨今の深刻化する人材不足のなかで、行政サービスの提供を持続可能なものとす

るために、総務省及び各地方公共団体において、各事務の処理に関する課題に応じて、広

域的な対応を含めた対応方策の検討が行われている10。こうした情勢を踏まえると、研修

10 地方公共団体における事務処理に関する課題と対応については、「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会 報告書」（令和７

年６月、総務省自治行政局行政課（事務局））が参考となる。 

 本報告書において、以下の検討の視点を参考に、事務処理上の課題分析を行い、対応方策を検討することが必要とされている。 

検討の視点…①事務量、②事務内容（事務の性質（企画立案～定型業務）、国・都道府県・市町村間の事務内容の共通性）、③事務処理

に必要なリソース（事務処理に求められる人材の専門性、事務処理の難しさ、経験・知見の必要性）、④その他事務処理のあり方（対

面や実地の事務実施の必要性、事務処理に当たり踏まえるべき地域の事情・特性、行政分野を超えた連携や地域の多様な主体との連携

の必要性）
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についても、研修実施に関する課題を踏まえ、国・都道府県等（全国規模の研修機関を含

む）による補完・支援の取組なども含めて、広域化の議論を一層深めていく必要があると

考えられる。 

実際の取組事例として、県及び県内市町村の財政状況が厳しいこと、研修の単独実施に

市町村間で格差があったことなどの理由から、県・市町村のトップ層が共通の問題意識を

持って協議した結果、県と県内全市町村を対象に、広域で研修を実施する体制を構築した

事例があったが、このような取組は、研修の広域化によって、スケールメリットによる構

成団体の事務負担・費用負担の軽減、市町村職員の研修機会の大幅な拡大に寄与してい

る。 

このように、研修の広域化は、小規模自治体の研修に関する課題の解決に向けて効果的

なものと考えられることから、地方公共団体においては、以下の点に留意しつつ、積極的

な取組が求められる。 

（１）広域的な研修の推進

◆ 機運の醸成

広域での取組は、小規模自治体の研修の推進に有効な取組であるが、これを具体的な取

組として進めるためには、関係団体間で共通の認識を持ち、研修の広域化に向けた機運を

醸成することが必要である。 

そのためには、首長をはじめとするトップ層が人材の育成・確保に関する自団体の現状

を的確に把握し、持続可能な行財政運営も見据えて、研修の広域化を視野に入れる必要が

あることを認識し、都道府県や周辺市区町村との意見交換の場などを通じて、広域化に向

けた議論を喚起することが求められる。 

あわせて、事務担当者間においても、既に構築されている連携中枢都市圏などの広域連

携の枠組みや担当者間の会議などを活用し、顔の見える関係の中で、研修の広域化に向け

た人的ネットワークづくりを進めることが必要となる。 

◆ 連携体制の構築

 広域的な研修は、都道府県が各地域における広域的な行政主体として市区町村を含めて

実施する方法、複数の市区町村が共同で実施する方法の２つの方法に分けられる。 

さらに、連携の具体的な手法として、都道府県を中心とした広域的な研修の開催、連携 
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中枢都市圏11・定住自立圏12における人材育成の取組、関係する地方公共団体による広域

連合、協議会の設置など、様々な取組が考えられるところであり、各地方公共団体が置か

れている状況を踏まえ、より効果的・効率的な連携の手法を選択することが求められる。

いずれの手法を選択するにしても、事務負担・費用負担の軽減など、構成している都道府

県・市区町村にメリットがあり、かつ、継続的に職員を育成するために、財源的にも体制

的にも安定した運営ができる仕組みを構築することが重要である。 

 取組事例では、広域的な研修を、広域連携のプラットフォームづくりの第一歩として、

実施している地方公共団体もあった。また、各種業務に関する広域連携のプラットフォー

ムが既に形成されている場合は、その枠組みの中で研修を実施することにより、効率的な

研修が実施できると考えられる。 

≪参考事例≫広域連合における取組（彩の国さいたま人づくり広域連合） 

［取組の概要と特徴］ 

・県及び県内全市町村の参画のもと、時代が求める分権型社会に対応できる人材育成の

ために設立。平成 11 年 7 月１日より業務を開始。広域連合が策定する広域計画に基

づき、人材開発、人事交流、人材確保に関する事業を展開

・人材開発事業については、階層別基本研修、階層別選択研修、講師養成研修、特別研

修を計画的に実施

・事務局は、県及び市町村からの派遣職員で構成しており、市町村からの派遣職員は２

年ごとに輪番で交代

・経費については、さいたま市以外の市町村は、県市町村振興協会助成金により支弁

（埼玉県及びさいたま市は負担金を納入）

・上記により、市町村の事務負担が軽減され、かつ財源面でも安定した運営が可能

11 地方圏において、原則として、昼夜間人口比率おおむね１以上の指定都市・中核市と、社会的、経済的に一体性を有する近隣市町村

とが連携し、経済成長のけん引等に取り組む圏域 
12 地方圏において、人口５万人程度以上かつ昼夜間人口比率が１以上の中心市と、近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力するこ

とにより、必要な生活機能等を確保する圏域
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≪参考事例≫複数市町による研修の実施（静岡県沼津市） 

［取組の概要と特徴］ 

・平成 12 年に、沼津市と近隣市町で、人材育成の他、広域行政を推進するための人的

ネットワークの構築を目的とした、東部広域都市づくり研究会研修部会が発足

・現在は、近隣の一部事務組合も含め、階層別研修や専門・特別研修を実施

・沼津市以外の構成団体は、研修経費から県市町村振興協会の助成金額を差し引いた金

額を参加人数で案分し、負担金として納入する仕組みであるため、費用負担が軽減

・広域的な研修の実施により、顔の見える関係ができており、連携の土台があるため、

過去に構成団体間で、消防の広域連携を検討した際、スムーズに協議が進行

≪参考事例≫県を中心とした広域的な研修の開催（新潟県） 

［取組の概要と特徴］ 

・県域全体の職員が高度で専門性の高い内容を学ぶことができるよう、各分野の大学教

授を講師に迎えるなど、県が一括して政策形成・専門研修の計画・運営を実施

・研修の実効性を高めるため、研修の効果測定の機会を設け、研修の最終回は構成団体

の人事担当者や受講者の上司の同席のもと、事業提案などの成果発表を実施

出典：総務省「地方公共団体における人材育成・確保推進のための参考事例集」（令和７年３月）

≪参考事例≫連携中枢都市圏における人材育成の取組（札幌市） 

［取組の概要と特徴］ 

・ 「さっろろ連携中枢都市圏ビジョン」のもと、札幌市が中核となって、圏域内の市町

村の人材育成に関する研修（新採用職員研修）等の取組を推進 

・研修計画や外部委託講師との契約を札幌市が一括して行うことで、圏域内の市町村の

経済的・事務的な負担を軽減

出典：総務省「地方公共団体における人材育成・確保推進のための参考事例集」（令和７年３月） 

◆ 研修ニーズの把握

広域的な研修においては、地方公務員に求められる基本的な研修に加え、参加する地方

公共団体が必要とする研修内容を提供できるよう、ニーズを把握できる仕組みを持つこと

が望ましい。 
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この点、先述の人材育成等に関する調査結果においても、市町村からは、階層別研修、

職種別研修、特別研修問わず広域的な実施が求められており、特に職員数が少ない小規模

自治体においては階層別研修を希望する割合が最も高くなっている。 

広域的な研修を実施する機関は、受講者・構成団体の研修担当課に対するアンケートや

構成団体間の担当者会議で意見交換を実施することなどにより、構成団体のニーズを把握

し、研修効果を高める工夫をする必要がある。 

一方で、広域的な研修に参加する構成団体においても、自団体の職員が身に付けるべき

内容を自ら考え、これを踏まえて、広域的な研修を実施する機関に必要な研修メニューを

求めていく姿勢も必要である。 

≪参考事例≫構成団体のニーズを踏まえた研修の新設・拡充（彩の国さいたま人づくり広域連合） 

［取組の概要と特徴］ 

・受講者アンケートのほか、構成団体の研修担当課に対するアンケート及び構成団体

間との会議において、ニーズを把握

・構成団体のニーズを踏まえ、令和７年度には、ＤＸ関連科目を新設・拡充

◆ 研修を受講しやすい環境の整備

広域的な研修の実施はメリットがある一方で、研修場所から遠方の市区町村にとっては

受講負担が大きくなるデメリットが発生する。このため、受講者の負担軽減を図る観点か

ら、オンライン研修やオンデマンド研修、外部会場での実施など、通所研修以外の研修手

法についても、それぞれの特徴・特性を踏まえた上で、必要に応じて検討することが求め

られる。 

なお、実施に当たっては、研修の質の確保・内容の充実の観点から、効果的な仕組みを

構築することが必要である。例えば、オンライン研修では、一方通行ではなく双方向での

研修とすることや、オンデマンド研修では、時間外勤務の増加につながらないような配慮

をするとともに、日々の業務を調整し、円滑な受講を促進するための視聴計画表を作成す

るなどの工夫を行うべきである。 
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≪参考事例≫研修手法の使い分け（彩の国さいたま人づくり広域連合） 

［取組の概要と特徴］ 

・通所研修、オンライン研修、オンデマンド研修のそれぞれについて、特徴を踏まえ

ながら使い分け

・遠方の市町村のため、一部の研修において、外部会場にて実施

・上記により、一部の研修において、受講負担が軽減

出典：彩の国さいたま人づくり広域連合 事例発表資料（第４回研究会）

（２）広域的な研修を活用する際の留意事項

広域的な連携体制を構築して取り組むことは小規模自治体にとって効果的であるが、そ

もそも職員の育成は、基本方針を策定・改正した上で、各地方公共団体が自ら責任を持っ

て取り組むべき事柄である。そのため、研修を広域で実施する場合においても、広域的な

研修に完全に依存するのではなく、地域の将来像を見据え、人材育成の手法として、自団

体での研修と広域的な研修を適切に使い分ける意識が必要である。 

例えば、地方自治法に関する知識習得のための研修や、コミュニケーション能力向上の

ための研修など、構成団体に共通する研修メニューは広域的な研修を活用する一方で、自

団体固有の課題や広域的な研修を補完する知識の習得などは、各構成団体で自ら研修を実

施する必要がある。また、広域的な研修受講後の研修成果の実務への活用についても、各

構成団体で自ら考える必要がある。 
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（参考）受講促進／研修成果を活かせる仕組みづくり 

研修の推進にあたっては、「自団体での取組」と「広域での取組」という視点だけでは

なく、「研修の受講促進に向けた体制・仕組みづくり」と、「研修の成果を活かせる体制・

仕組みづくり」の２つの視点から課題と対応策を整理することも可能ではないかとの意見

があった。 

これを受けて、下表のとおり、この２つの視点で課題と対応策を整理した。 
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おわりに 

今後、大幅な人口減少が見込まれ、人材育成の重要性がますます高まってくることを

踏まえ、本研究会では、「自団体での取組」と「広域での取組」という２つの視点か

ら、小規模自治体の研修に関する課題解決に資する方策について、地方公共団体の取組

事例も参考にしながら、調査・研究を行ってきた。 

様々な課題はあるが、研修内容の充実を図り、研修で学んだ内容を業務に活かすこと

によって、職員はやりがいや成長実感を得ながら業務に従事することができる。また、

このような組織風土は人材確保に向けての好循環にも繋がると考えられる。 

 本報告書で取りまとめた方策や取組内容は、小規模自治体を念頭に置いたものではあ

るが、一部事務組合や広域連合も含め、多くの地方公共団体において有効な対応策にな

り得ると考えられる。それぞれの地方公共団体が抱えている課題や実情に応じて、本報

告書中の取組事例も参考にしながら、方策を検討し、人材育成のさらなる推進を図って

いただきたい。 

 総務省としても、基本方針の改正を含めた各地方公共団体の人材育成の取組が着実に

進むよう、引き続き、取組事例の普及促進などを通じた支援をしていく必要がある。 

 本報告書が、各地方公共団体において、研修について不断の見直しを行うための一助

となれば幸いである。 
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地方公共団体における人材育成に関する研究会開催要綱 

１ 趣旨 

 少子高齢化の進展・生産年齢人口の減少、デジタル社会の進展等、地方公共団体を取

り巻く状況が、大きく変化している。また、今後若年労働者の絶対量が不足し、経営資

源が大きく制約されること等が想定される中、複雑・多様化する行政課題に対応する上

で、地方公共団体における人材育成の重要性は従前にも増して高まっており、人材育成

手法の体系的な整理および充実が求められている。 

そこで、本研究会においては、地方公共団体が人材育成に取り組む上での課題を整理

し、小規模自治体における研修をはじめとする人材育成の取組について、取組事例も踏

まえながら、課題解決に資する方策の調査・研究を行う。 

２ 名称 

本研究会の名称は、「地方公共団体における人材育成に関する研究会」（以下「研究会」

という。）とする。 

３ 研究項目 

 研究会は、地方公共団体における人材育成に関して、以下の項目について研究す

る。 

（１）地方公共団体における人材育成の現状と課題の把握

（２）地方公共団体における人材育成の方策に関する調査・研究

４ 構成員 

研究会の構成員は別紙のとおりとする。 

５ 座長 

（１）研究会に、座長１人を置く。

（２）座長は、会務を総理する。

（３）座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者が、その職務

を代理する。

６ 議事 

（１）研究会の会議は、座長が招集する。

（２）座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その意

見を聴取することができる。

７ 雑則 

（１）研究会の庶務は、総務省自治行政局公務員部給与能率推進室において処理する。

（２）本要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、座長が定める。

（３）研究会の会議は、原則として公開しないが、会議の終了後、配布資料を公表する

とともに、議事概要を作成し、これを公表するものとする。

ただし、座長が必要があると認めるときは、配布資料の一部を非公開とすること

ができる。
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地方公共団体における人材育成に関する研究会構成員名簿 

井上 靖朗 （政策研究大学院大学教授） 

入江 容子 （同志社大学政策学部・大学院総合政策科学研究科教授） 

大谷 基道 （獨協大学法学部総合政策学科教授） 

◎ 辻  琢也  （一橋大学大学院法学研究科教授） 

（敬称略 五十音順、◎：座長） 

（別紙） 
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検討経緯 

第１回 令和７年６月２７日（金） 

・研究会の概要説明

・人材育成等に関する調査における調査項目の検討

※調査については、第１回終了後に照会し、第２回までにとりまとめ

第２回 令和７年９月５日（金） 

・調査結果の報告

・結果を踏まえた課題の整理、検討の方向性（論点）

第３回 令和７年１１月１４日（金） 

・取組事例（自団体での取組）の事例発表

（北海道ニセコ町、茨城県那珂市）

・事例発表を踏まえて、課題解決に資する方策を検討

第４回 令和７年１２月１９日（金） 

・取組事例（広域での取組）の事例発表

（彩の国さいたま人づくり広域連合、静岡県沼津市）

・事例発表を踏まえて、課題解決に資する方策を検討

・これまでの研究会における議論の整理

第５回 令和８年２月２６日（木） 

・報告書（案）について意見交換
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【取組の概要】 

○研修の充実を目指してとにかく実践
・ 平成７年度から研修の充実を目指し、町長のトップダウンによって様々な内容の研修を実施、継

続してきた。

・ 内閣府や北海道庁、自治体国際化協会派遣などへの派遣研修に加え、官民連携の仕方を実際に学

ぶために大学と連携したプログラムに参加。

・ 自主研修企画書で申請することにより、自分の所属の業務に直接関わりのない内容の研修でも受

講することが可能となり、様々な分野における視野を広げることができる。

・ 職員自らが講師となって、町の行政運営に関する事項を町民に説明する「まちづくり町民講座」

を開催することにより、仕事の整理とプレゼンテーション能力の向上を目指す。

○人材育成アクションプランの策定
・ 町長、副町長、教育長をトップとし、ニセコ町人材育成アクションプラン策定検討委員会を設置。

・ 中長期的な人材育成を考慮しつつ、様々な行政課題の解決に向け、研修担当者と職員間の認識の

ずれを把握し改善しながら、職場全体に人材育成の重要性を醸成し、職員の求める研修を継続的

に実施する研修体制の整備を目的とする。

・ 人材育成担当である総務課総務係を中心に、他部署と連携を図りながら組織全体で取組を実施。 

○職員アンケートによる実態の把握
・ ニセコ町人材育成アクションプランに基づき、令和６年度に正規職員を対象にアンケートフォ

ームにより実施。（仕事のマインドに関する項目、人材育成に関する項目、職場環境に関する項目

について 28問からなる）

・ アンケート結果から、現場の業務が回っていない中で、研修に参加することが、不満（研修への

期待感の低下）につながっているのではないかと分析。

○組織全体の見直し・改善
・ 人材育成アクションプランを実行していくためには、職員を研修に参加させるだけではなく、同

時に業務改善をこなしていく必要がある。

・ 人材育成のための体制をつくるために、担当課を組織するのではなく、部局横断的に 10名程度

の職員で人材育成アクションプランを推進

○ファイリングシステムの導入
・ 行政情報は住民の財産であるという考えのもと、公文書のファイリングに関するルールを細かく

定め、文書の私物化を排除・共有を促進。

・ 公文書にかかる即時検索性の確保、他者検索性の確保により、該当文書を探す時間や労力を縮減

し、マンパワーを人材育成など必要な分野に投下。

（事例発表資料ＵＲＬ：https://www.soumu.go.jp/main_content/001045672.pdf） 

北海道ニセコ町（研究会第３回発表） 

参考：団体基礎情報 (※については次頁以降の事例についても同じ)

【人 口※1】5,551 人 （※1:住民基本台帳(R7.1.1 現在)） 

【面 積※2】197.13ｋ㎡（※2:全国都道府県市区町村別面積調(R7.10.1 現在)） 

【総職員数※3】97 人（一般行政部門 68 人） 
（※3:地方公共団体定員管理調査(R7.4.1 現在)) 

※「ニセコ町人材育成アクションプランに伴う職員アンケート」の結果概要
・管理職希望者は 16.1％、特に 20 代以下の管理職希望者が少ない。

・自所属内のコミュニケーションについて９割が良好と回答している一方で、「他部署との接点がない」

「話しにくい人がいる」など組織内の風通しの悪さが浮き彫りになった。

・総務課主催の研修への期待感が極端に低く（3.4％）、「研修の目的を示していない・なんとなく行かされ

る」といった意見があった。

・一方で、９割が「前向きに研修意欲がある」と回答しており、研修への参加意欲が低いわけではない。
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【取組の概要】 

○包括委託により可能な研修を含んだ一貫対応
・ 労働安全衛生に関し、市内の病院と包括委託契約を締結し、ストレスチェックの実施から結果分

析、その対応方策としてハラスメント研修やメンタルヘルス研修の実施まで、一気通貫で対応し

てもらえることで、専門的知見の有効活用が可能となり、研修企画の負担も軽減。

○外部プログラムの積極的活用と情報収集等の企画面での効率・省力化
・ カーボンニュートラルセミナーなど、連携協定締結企業が開催する研修に参加することで新たな

研修ニーズにも機動的に対応。

・ 産学官連携担当課との緊密な連携により、大学のリカレント教育プログラムとして、茨城大学が

提供している講座を聴講。

・ 近隣の市町村との連携の一環として、いばらき県央地域連携中枢都市圏での合同研修や相互参加

研修に参加。

○トップ層の関与を推進力に
・ 入庁５～６年目の若手の職員が課題提起から成果物のプレゼンテーションを行う「政策形成研

修」を令和６年度から実施。副市長のトップダウンにより実施している研修であるが、幹部職員の

関心を引き、職員の新たな一面の評価にもつながる。

・ 「政策形成研修」を通じて、職員のプレゼンテーション能力の養成だけでなく、若手職員と幹部

職員との相互承認につながり、若手職員の組織定着にも寄与。

○職員のエンゲージメント調査を実施
・ 多様化する働きがいと、多様なバックボーンを持った職員の採用を背景に、人材定着に向けた取

組の検討のために、エンゲージメント調査を実施（令和６年７月）。

・ エンゲージメント調査の結果、職場内コミュニケーションの確保やマネジメントスキルの向上な

どの課題が明らかになったため、対策として１ＯＮ１ミーティングを励行。

・ １ＯＮ１ミーティング以外に、調査によって明らかになった課題を、今後どのように研修へ活用

していくか検討。

○研修受講後のフォローアップ
・ 研修受講後に受講者へのアンケートを実施したり、復命書を作成させたりすることにより、研修

ニーズの把握や研修による意識変化を把握。

・ 研修ニーズについては、アンケート以外に研修担当者が直接話を聞く機会があるため、そこでど

のような研修を実施してほしいかという要望を受けて、研修項目や内容については絶えずブラッ

シュアップをしている。

・ 受講者の所属部署においても復命書を回覧することにより、上司の研修効果の把握につながる。

あわせて１ＯＮ１ミーティングでの話題の１つとすることで、研修効果と能力把握をリンクさせ

ることができる。

・ リカレント教育や海外派遣研修などの派遣研修受講者による報告会を実施することにより、まだ

受講していない職員の研修参加意欲を向上させる。

・ 研修の受講履歴については、研修担当の方でエクセルデータで記録・管理している。

・ 「能力・態度評価」における評価項目の中で、管理職については育成指導能力において、一般職

については積極性において自主的に学んだということや、上長の意向を酌んで積極的に部下の育

成に資するような行動がとられているかということを着眼点として設定し、人材の育成能力ある

いは職員の態度という点で評価している。

（事例発表資料ＵＲＬ：https://www.soumu.go.jp/main_content/001045672.pdf） 

茨城県那珂市（研究会第３回発表） 
参考：団体基礎情報 

【人 口※1】53,167人 

【面 積※2】97.82ｋ㎡ 

【総職員数※3】495 人(一般行政部門 307人) 
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【取組の概要】 

○県と市町村による広域連合の設立
・ 県及び県内全市町村の参画のもと、時代が求める分権型社会に対応できる人材育成のために設立。

平成 11年 7月１日より業務を開始。

・ 広域連合が策定する広域計画に基づき、県及び県内すべての市町村を対象に人材開発、人事交流、

人材確保に関する各種事業を展開している。

・ 事務局は、県及び市町村からの派遣職員で構成。市町村からの派遣職員は２年ごとに輪番で交代。 

・ 経費については、さいたま市以外の市町村は、県市町村振興協会助成金により支弁。埼玉県及び

さいたま市は、負担金を納入。

○人材開発事業の実施
・ 職務遂行に必要な基礎知識の習得や地域課題の解決に役立つ実践的能力などの向上を図るため、

階層別基本研修、階層別選択研修、講師養成研修、特別研修を計画的に実施。

（令和７年度：県職員研修 17コース、市町村職員研修 20コース、共同研修 47コース） 

・ 法律や経済をはじめとする、幅広い分野の動画を配信する eラーニングや、育児休業中の職員に

対し通信教育講座の受講料補助を行うなど、職員の自己啓発を支援。

・ 構成団体に対し、有識者の派遣や政策関連情報の提供を行い、政策研究活動を支援。

○人材開発事業における特徴的な研修
・ 構成団体のニーズを踏まえ、ＤＸに関連する知識の習得を促進するため、階層別基本研修及び階

層別選択研修、特別研修にＤＸ関連科目を充実させる。

・ 地域や組織における多様性を学ぶほか、組織内外で円滑な関係を築くためのコミュニケーション

力を強化し、他者と協働できる力の向上を図る（窓口・クレーム対応力向上、ダイバーシティ等）。

・ 埼玉県社会福祉協議会が実施している福祉の研修について、市町村職員の受講料を負担すること

で、市町村の福祉人材の育成を支援。

○研修実施における手法の工夫
・ 研修科目の特性を踏まえて、通所、オンライン、オンデマンドの３つの手法を使い分けて実施。 

・ 動画（オンデマンド）での研修においては、日々の業務を調整し、円滑な受講を促進するための

視聴計画表を提供することで、視聴時間の確保に努めている。

・ 通所研修について、研修場所から遠方の市町村のため、一部研修において外部会場にて研修を実

施。

○研修ニーズの把握とフォローアップ
・ すべての研修において、受講直後にアンケートを実施し、次年度の研修企画時に活用。

・ 一部の研修においては、受講後２～３カ月経過したのちに、「研修内容を日々の業務に反映して

いるか」、「自身の行動に変化はあったのか」についての行動変容調査を実施。

・ 年に一度、市町村の研修担当課に対するアンケートを実施し、構成団体のニーズを把握。

・ 市町村との意見交換のできる会議を定期的に開催し、事業説明やニーズ把握に努めている。

○人材交流事業の実施
・ 民間企業の経営感覚や接遇を学び、視野の拡大や意識改革を図るため、民間企業へ市町村職員を

派遣している。

・ 現場での課題や事例を共有し、業務に活かすとともに、専門分野での人的ネットワークの構築を

目指し、保育士や保健師などの専門職職員を対象とした意見・情報交換会を開催。

○人材確保事業の実施
・ 市町村における人材確保のため、市町村職員採用合同説明会の開催や、大学における説明会の実

施、専用サイトで採用情報を発信するなどの取組を実施。

・ 技術系資格取得に対する補助を行うことで、専門職の人材確保を支援。

（事例発表資料ＵＲＬ：https://www.soumu.go.jp/main_content/001052425.pdf） 

彩の国さいたま人づくり広域連合（研究会第４回発表） 

参考：基礎情報 

【埼玉県内自治体数】40市 22町１村 

【埼玉県および埼玉県内最多・最小職員数※3の市町村】 

埼玉県…総職員数 62,825人(一般行政部門 7,263人) 

〈最多〉さいたま市…総職員数 16,538 人(一般行政部門 5,813 人) 

〈最少〉東秩父村…総職員数 62人(一般行政部門 51 人) 
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【取組の概要】 

○静岡県東部地域の合同研修の実施経緯
・ 平成 11 年に地方公共団体における広域連携や市町村合併などの課題に対応すべく、東部広域都

市づくり研究会を立ち上げた。翌年、広域行政を推進するための人的ネットワークの構築を目的

とし、東部広域都市づくり研究会職員研修部会を発足させ、研修事業を行ってきた。

  （構成団体：沼津市、三島市、裾野市、伊豆の国市、伊豆市、清水町、長泉町、函南町） 

・ 発足当時より研修計画や契約、参加者調整、負担金請求などの事務手続きは沼津市が主に実施。 

○合同研修の内容・実績
・ 沼津市人材育成基本方針に基づいて実施する「集合研修」について、近隣自治体の参加を募集し、

構成団体は参加したい研修に参加する。

  （令和７年度は幅広いニーズに対応するため、階層別研修、専門・特別研修 計 19 件の研修メ

ニューを用意）

・ 過去５年の研修実績として、毎年約 200人（沼津市職員を除く他団体職員）が参加し、駿東伊豆

消防組合や富士山南東消防組合といった一部事務組合も参加。

  （一部事務組合は平成 29年度以降、階層別研修やメンタルヘルス研修などに参加） 

○合同研修実施によるコストの低下
・ 静岡県市町村振興協会の「市町職員広域合同研修事業助成金」を活用することにより、研修実施

コストを削減。

（令和６年度実績：沼津市全体の研修費用のうち、26.1％について当該助成金を活用）

・ 参加団体に研修参加人数に応じて研修費用を按分し負担してもらうことで、沼津市の費用負担も

軽減されている。

（令和６年度実績：沼津市全体の研修費用のうち、8.1％を参加団体が負担し沼津市の負担を軽減）

・ 東部合同研修のみの研修費用においては、上記助成金と参加団体の負担金で、全体の５割近くの

費用を賄うことができている。

○合同研修が人的ネットワークの構築や意識改革の機会に
・ 参加者同士の顔の見える関係づくりに貢献しており、将来的な地方公共団体間での業務連携の円

滑化や広域事業での連携効果が期待できる。

・ 研修を通じて他団体の事例を学んだり、共有したりすることで、普段は気づくことが難しい自団

体の「当たり前」を見直すことができ、業務改善や意識改革につながる。

○参加する小規模自治体の負担軽減や人材育成に寄与
・ 合同研修には、自団体で参加者を選定し主催団体へ報告、年に一度の負担金の支払いという主に

２つの手続きのみで様々な研修に参加できる。

・ 研修費用の予算が削減されていること、研修の対象職員が少ないことなどを理由に、単独では実

施困難な研修を合同研修で受講できる。

○研修ニーズの把握
・ 研修受講後に全受講者へのアンケートを実施している。今後は各団体の育成方針や解決したい行

政課題を収集する事前ヒアリングなども実施し、組織が求めるスキルを研修テーマに反映するこ

とで、可能な限り研修のミスマッチを防止したい。

（事例発表資料ＵＲＬ：https://www.soumu.go.jp/main_content/001052425.pdf） 

静岡県沼津市（研究会第４回発表） 
参考：団体基礎情報 

【人 口※1】185,758 人 

【面 積※2】186.84ｋ㎡ 

【総職員数※3】1,778 人(一般行政部門 943 人) 

＜構成団体総職員数※3＞ （うち一般行政部門） 

三島市：734 人（501 人）     清水町：209 人（148 人） 

裾野市：338 人（262 人）    長泉町：255 人（189 人） 

伊豆の国市：398 人（304 人） 函南町：265 人（174 人） 

伊豆市：325 人（277 人） 
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